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 基本構想                
 

第５次茨木市総合計画の基本構想は、平成27年度から令和６年度の10年間が計画期間であり、後期

基本計画の５年間も継承しますので、平成 27年３月に策定した基本構想部分を再掲します。
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茨木市総合計画策定条例  

茨木市附属機関設置条例（抜粋）  

                    平成24年9月27日 
茨木市条例第32号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、まちづくりの基本的な指針である総合計画の策定等について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 総合計画 将来における本市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画

からなるものをいう。 

(2) 基本構想 本市の将来像とその具体化のための基本方向を明確に示すものをいう。 

(3) 基本計画 基本構想の理念に基づき、基本施策の方向と体系を示すものをいう。 

(4) 実施計画 施策を実現するための個別の事業を示すものをいう。 

（総合計画の策定） 

第３条 市は、本市における総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、総合計画を策定するものとする。 

（総合計画審議会への諮問） 

第４条 市長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、茨木市附属機関設置条例（平成25年茨木

市条例第５号）第２条の規定により設置された茨木市総合計画審議会に諮問しなければならない。 

（議会の議決） 

第５条 市長は、前条に規定する手続を経て、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。 

（基本計画及び実施計画の策定） 

第６条 市長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。 

（総合計画との整合性の確保） 

第７条 個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るもの

とする。 

（委任） 

第８条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年条例第５号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

                平成25年３月13日 

茨木市条例第５号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条

の４第３項に規定する附属機関（以下「附属機関」という。）の設置について必要な事項を定めるものとする。 

（設置及び担任事務） 

第２条 執行機関の附属機関として別表左欄に掲げる附属機関を置き、その担任する事務は同表右欄に定めるとおりとする。 

（委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。 

 

附 則（平成31年条例第12号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成31年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

市長の附属機関 

名称 担任する事務 

茨木市総合計画審議会 総合計画に関する事項についての調査審議に関する事務 
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                   平成25年３月29日 
                                 茨木市規則第22号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、茨木市附属機関設置条例（平成25年茨木市条例第５号）第３条の規定に基づき、茨木市総合計画審議会（以下

「審議会」という。）の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。 

（職務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、茨木市附属機関設置条例別表に定めるその担任する事務について、意見を述べるものとする。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員25人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 市民 

(2) 学識経験者 

(3) 関係団体から推薦された者 

(4) 市議会から推薦された市議会議員 

（任期） 

第４条 委員の任期は、前条第２項の規定による委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了した日までとし、再任を妨げない。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長等） 

第５条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

４ 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。 

（専門部会） 

第７条 審議会に、特別の事項に関する調査又は審議を分掌させるため、専門部会（以下「部会」という。）を置くことができる。 

２ 部会に属する委員（以下この条において「部会員」という。）は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、会長の指名する部会員をもって充てる。 

４ 部会長は、部会の事務を総理し、部会の調査又は審議の経過及び結果について会長に報告するものとする。 

５ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。 

６ 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。 

７ 会長及び副会長は、部会の会議に出席し、意見を述べることができる。 

８ 部会は、部会員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

９ 部会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第８条 審議会及び部会の庶務は、企画財政部において処理する。 

（秘密の保持） 

第９条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（委任） 

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

（茨木市総合計画審議会運営規則の廃止） 

２ 茨木市総合計画審議会運営規則（昭和45年茨木市規則第30号）は、廃止する。 

附 則（平成26年規則第43号） 

この規則は、平成26年６月１日から施行する。 

附 則（平成27年規則第１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成27年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日において茨木市総合計画審議会の委員である者の任期は、この規則による改正前の茨木市総合計画審

議会規則第４条第１項の規定にかかわらず、その日に満了する。 

 

 

  
茨木市総合計画審議会規則  
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茨木市総合計画審議会委員名簿  

 

 

規 則 区 分 氏  名 所 属 団 体 等 

 
(1) 市  民 

     （２名） 

  森本 康嗣 公募市民 

   山田 理香 公募市民 

 

(2) 学識経験者 

     （５名） 

  今西 幸蔵 桃山学院教育大学 教育学部 客員教授 

   肥塚 浩 立命館大学大学院 教授 

   新野 三四子 元 追手門学院大学 経済学部 教授 

   豊田 祐輔 立命館大学 政策科学部 准教授 

 ◎ 久 隆浩 近畿大学 総合社会学部 教授 

 
(3) 関係団体から推薦 

された者 

（３名） 

  長田 佳久 茨木市自治会連合会 副会長 

   木村 正文 茨木商工会議所 専務理事 

 ○ 福井 紀夫 茨木市社会福祉協議会 会長 

 

(4) 市 議 会 か ら 推 薦 

された市議会議員 

  （５名） 

  稲葉 通宣 茨木市議会議員 

   岩本 守 茨木市議会議員 

   上田 嘉夫 茨木市議会議員 

   河本 光宏 茨木市議会議員 

   畑中 剛 茨木市議会議員 

◎会長  ○副会長 

（敬称略／規則区分ごとの五十音順） 

※所属・役職名は諮問時現在   
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審議会の開催経過  

 

茨木市総合計画審議会は令和元年度に開催され、第５次茨木市総合計画 後期基本計画が審議さ

れました。 

審議会の開催経過と審議事項は以下のとおりです。 

 

回 日 程 審 議 事 項 

1 ８月７日(水) 

 会長、副会長の選出 

 諮問 

 議事の公開 

 後期基本計画全体像（はじめに・基本計画の内容等）の審議 

 施策別計画（案）の審議 

2 ８月９日(金)  施策別計画（案）の審議 

3 ８月23日(金)  施策別計画（案）の審議 

4 ９月27日(金) 
 これまでの審議のまとめ 

 都市構造、財政計画の審議 

5 11月15日(金) 
 パブリックコメントの意見とその対応 

 答申案の審議 

6 11月22日(金)  答 申 
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茨 企 第 5 0 4 号 

令和元年８月７日 

茨木市総合計画審議会 

会長 久  隆浩 様 

茨木市長 福岡 洋一   

 

 茨木市総合計画について（諮問） 

 

   茨木市総合計画後期基本計画（案）について、貴審議会に諮問いたします。 

 

 

 

 

 

令和元年11月22日 

茨木市長  福岡 洋一 様 

茨木市総合計画審議会 

会 長 久  隆 浩 

 茨木市総合計画について（答申） 

 

令和元年８月７日付け茨企第504号で諮問のありました茨木市総合計画後期基本計画（案）について、

下記の意見を付して、別添のとおり答申いたします。 

後期基本計画は、10年間の基本構想に基づくものであることから、当基本計画の審議において、前期

基本計画を継承しつつ社会情勢の変化を的確に捉えることを主眼に、６回にわたる審議会やパブリックコ

メント制度における幅広い市民等の意見を踏まえ、活発かつ慎重に議論を重ねて取りまとめたものであり、

今後の計画策定にあたっては十分尊重されることを求めます。 

 

記 

本基本計画の推進にあたっては、持続可能な社会の実現を掲げるＳＤＧｓの達成を視野に据えつつ、

多様な主体の適切な役割分担に留意しながら、施策別計画に基づく各施策・取組を着実に推進するとと

もに、昨年の災害の経験を踏まえた安全・安心なまちづくりと、本市のさらなる発展に向けた市民会館跡

地エリア活用や安威川ダム周辺整備等をいかした取組を進め、基本構想に掲げる「活力」と「つながり」の

あるまちづくりが推進されることを期待します。 

 

また、当審議会では、専門的な知見からの提言や当事者目線での問題提起など、様々な立場から多

様な意見を申し述べています。事業実施にあたっては、それらを十分に配慮するとともに、市民、自治会

等の各種団体、事業者等の多様な主体の声をしっかりと受け止め、事業に反映することを求めます。 

 

加えて、総合計画の着実な推進に向け、実施計画や施策評価における市民との共有をさらに進めると

ともに、施策別計画に分野別計画の進捗状況等を有効に反映する取組について、整理されることを期待

します。                  

以 上 

   

諮問について 

答申について 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


